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下水道使用料の徴収に係る過料処分

偽りその他の不正な手段により、下水道使用料の徴収を免れた者に対する処分基準

　
大阪市下水道条例第30条第２項
（http://www1.g-reiki.net/reiki37e/reiki.html）

建設局総務部経理課(下水道使用料担当）(06-6615-7545 )

同上

偽りその他の不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の５倍に相当する額（当該
５倍に相当する額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。）以下の過料に処する。（例：温泉水を
使用する際、バイパス配管を利用して、水量を過少報告した場合等）
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